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       【８月末現在 会員数２２４名】 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事  由 ブロック 商   号 代表者 所 在 地 

代表者変更 飯 能 埼玉メンテナンス 株式会社 大島 竜二 
350-0451 

入間郡毛呂山町毛呂本郷 71-2 

代表者変更 狭 山 有限会社 ハウジングメイト 岩瀬 みどり 
350-1306 

狭山市富士見 2-22-5 

廃   業 飯 能 有限会社 渡辺不動産 渡辺 満 
350-0434 

入間郡毛呂山町市場 282-1 

公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 

彩 西 支 部    支部長 奥冨  浩 

総務財務・広報委員会 委員長 三浦 夏枝 
2020 年 ９月号 

■支部予定 10･11月 

１０月 ９日(金)中間監査会 

１０月１５日(木)理事会 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１１月 ５日(木)総務財務・広報委員会 

１１月１０日(火)～１１日(水) 

      第 19回支部研修旅行 

 

■本部予定 10･11月 

１０月 １日(木)宅建士資格試験監督員 

従事者説明会 

        宅建士法定講習委員会 

１０月２９日(木)保・総務財務・苦情解決委員会 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１１月２５日(水)正副会長会議 

 

 

 

■入退会者等会員報告（7・8 月）           

 

 

 

 

■入間市商工観光課よりのお知らせ(ご案内１枚＋パンフレット 4 枚) 

入間市より、『令和 2 年度企業人権問題講演会 開催中止について』のご案内がございます。 

別紙を添付しておりますのでご確認下さい。 

なお、詳細等は入間市商工観光課(04-2964-1111 内線 4256)へお問い合わせください。 

彩西支部お知らせ 
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■ 令和 2 年度宅建業者法定研修会のお知らせ ■ 

～集合研修に代わる WEB動画視聴及び研修テキスト精読による自己学習方式について～ 

 

今年度の『宅建業者法定研修会』は新型コロナウィルスによる感染症拡大防止のため、 

従前のような集合研修を開催せず、研修テキストの精読と WEB 動画視聴による自己 

学習方式に切り替えて実施することになりました。 

詳細は同封の「令和 2 年度宅建業者法定研修会資料」又は協会ホームページに掲載して 

おりますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。 

 

◆研修テーマ 

⑴「不動産取引における宅建業法上の注意事項」  埼玉県都市整備部建築安全課 

 

  ⑵「広告トラブル最前線！プロが陥った違反事例の解説」  

(公社)首都圏不動産公正取引協議会 

 

  ⑶「全宅連版 改正民法対応書式の利用要領を詳細解説 改正民法実践編」 

                           深沢綜合法律事務所 弁護士 

 

◆ＷＥＢ動画について 

⑴視 聴 期 間：令和 2 年 10月 1日(木)～令和 2 年 11月 30 日(月) （2ヶ月間） 

⑵視聴ページ：㈱住宅新報の動画システムから視聴。 

埼玉県宅建協会ホームページからも㈱住宅新報の動画システムにリンク 

         ※ＵＲＬ並びにＩＤとＰＷ（パスワード）は同封の資料でご確認ください。 

 

◆その他 

⑴受 講 義 務：会員は定款施行規則第９条により受講が義務付けられています。 

⑵受 講 証 明：①研修受講証への押印（彩西支部事務局までお越しください） 

          受講（視聴）人数分の押印を致します。 

         ②研修済証（店頭掲示用ステッカー）（彩西支部事務局までお越しください） 

          1 社 1 枚です。（複数店舗の場合は店舗毎） 

 


